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対象者診断チャート対象者診断チャート ※基準日は平成26年1月1日です
※このチャートは一般的な場合を想定しています

生活保護を受けています
か？

平成26年度分の市民税
は課税されていますか？
※表１参照

平成26年度分の市民税
が課税されている方の税
法上の扶養になっていま
すか？

加算対象の基礎年金・児
童扶養手当等を受給して
いますか？

臨時福祉給付金の支給
対象者となる可能性があ
ります（1万円）

対象ではありません

臨時福祉給付金の支給
対象者となる可能性があ
ります（加算を含む1万5
千円）

対象ではありません
※生活保護基準の改定で
消費税率引き上げによる
負担増に対応しています

平成26年1月分の児童手
当を受給していますか？
（中学生以下の子どもが
いますか？）

平成25年の所得は限度額
以上ですか？
※表2参照

子育て世帯臨時特例給付
金の支給対象者となる可
能性があります（1万円）

はい

はい

はい

はいはい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえいいえ

いいえ

問合先

●臨時福祉給付金に関すること
　　福祉課  ☎35‒3357
●子育て世帯臨時特例給付金に
　関すること
　　子育て支援課  ☎35‒3359

表1  市民税が課税されていない所得水準の目安（非課税限度額）
【給与所得者】

【児童手当受給者】

【公的年金等受給者】

表2  所得制限限度額

※1 給与収入および年金収入は、それぞれの収入のみで計算しています
※2 夫婦は配偶者（および子）を扶養している場合

※3 収入額の目安は、
給与収入のみで計算し
ています

区　分 非課税限度額（※1）
（給与収入ベース）

単　　身 93万円　　
夫　　婦（※2） 137万8千円

夫婦子1人（※2） 168万3千円
夫婦子2人（※2） 209万9千円

区　分 非課税限度額（※1）
（給与収入ベース）

単　身
65歳以上 148万円　　
65歳未満 98万円　　

夫婦（※2）
65歳以上 192万8千円
65歳未満 142万8千円

扶養親族等の数 所得制限限度額 収入額の目安（※3）
1人 660万円 875万6千円
2人 698万円 917万8千円
3人 736万円 960万円　　


